
　「申告申請書作成支援シート」は「記入説明書」及び「操作手引」を元に作成いただきますが、
「記入説明書」はExcelファイル若しくは手書きによる申告申請書の説明となっているため、申告
申請書作成支援シートの入力方法と異なる場合があります。
　「申告申請書作成支援シート」を活用しての入力については、別ファイルの「操作手引」とともに
「入力例」を参考に作成ください。

　　　　　【入力例目次】

１．年度の中途で離職した後に再雇用した場合
２．年度の中途で転出の後に転入した場合
３．年度の中途に知的障害者に該当しなくなった場合
４．年度の中途で重度以外の知的障害者が重度身体障害者となった場合
５．年度の中途で常用雇用から短時間労働者となった場合
６．年度の中途で短時間雇用から常用雇用となった場合
７．年度の中途で算定基礎日が変更になった場合
８．年度の中途で除外率が変更になった場合

申告申請書作成支援シート
（納付金・調整金・報奨金）

入力例　（Version　1.0.3）



１．年度の中途で離職した後に再雇用した場合

　　　一度に離職年月日後の再雇用年月日の入力はできませんので、２回に分けてそれぞれ入力します。
　　　入力の際は、必ず「追加登録」で新規入力してください。

　　　　例）H10.5.1入社、H21.5.31退職、H22.3.1再雇用した場合
　　　　　①　最初の雇入年月日、離職年月日を入力します。

ｋ

　　　　②
①「登録」ボタンを押し、障害者の
　カウントを確認

　　　　① ②「追加登録」を押して新規画面を開く

「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください。
（この場合、４月～５月までのカウントが表示されます。）

　　　　②　新規画面で再雇用年月日を入力します。

「登録」ボタンを押すと障害者のカウントが
表示されますので参考にしてください。
（この場合、３月のカウントが表示されます。

最初の雇入年月日を入力

離職年月日を入力

再雇用年月日を入力



２．年度の中途で転出の後に転入した場合

　　　１度に転出後の転入の入力はできませんので、２回に分けてそれぞれ入力します。
　　　入力の際は、必ず「追加登録」で新規入力してください。

　　　　例）６月１日付けで埼玉支店へ異動。その後、３月１日に同支店から転入した場合

　　　　　①　転出情報を入力します。（東京本社分）

ｋ

　　　　　②
　①「登録」ボタンを押し、障害者の
　　　カウントを確認

　　　　　①　②「追加登録」を押して新規画面
　　　を開く
（この場合、４月～５月までカウント）

　　　　　②　新規画面で転出先の情報を入力します。（埼玉支店分）

　　　　　②　①「登録」ボタンを押し、障害者の
　　　カウントを確認
　②「追加登録」を押して新規画面

　　　　　①　　　を開く
（この場合、６月～２月までカウント）

　　　　　③　新規画面で転入情報を入力します。（東京本社分）

「登録」ボタンを押し、障害者の
カウントを確認してください
（この場合、３月のみカウント）

６月１日付で埼玉支店に異動。そ
の前日を転出年月日として入力

転出先事業所（埼玉支店）
を選ぶ

転出「あり」をクリック

転入出「あり」をクリック

６月１日付で東京本社から転入。
転入日を入力

３月１日付で東京本社へ異動。そ
の前日を転出年月日として入力

３月１日付で埼玉支店から転
入。
転入日を入力

転入出「あり」をクリック

東京本社を選ぶ



３．年度の中途に障害者に該当しなくなった場合

　　　転出年月日に障害者に該当しなくなった前日を入力し、転出先事業所名等に「障害者に該当
　　　しなくなったため」と入力します。

　　　　例）８月１日に障害者に該当しなくなった場合

ｋ

「登録」を押すと障害者のカウントが表示されますので参考にしてください。
　　 この場合、７月までカウントされます。

転出日に該当しなくなった前
日を入力し、転出先の事業所
名等欄に「障害者に該当しな
くなったため」と入力

「転入出あり」を選択



４．年度の中途で重度以外の知的障害者が重度身体障害者となった場合

　　　一度に入力はできませんので、２回に分けてそれぞれ入力します。
　　　転出年月日に重度身体障害者となった前日を入力し、転出先事業所名等に「重度身体障害者」と入力します。
　　　新規登録で、転入年月日に重度障害者となった日及び転入前の事業所名等に「重度以外の知的障害者」
　　　と入力します。入力の際は、必ず「追加登録」で行ってください。

　　　　例）１０月１日に重度以外の知的障害者であった方が重度身体障害者となった場合
　　　　　①　重度以外の知的障害者でなくなった情報を入力します。

ｋ

　　　② 　①「登録」ボタンを押し、障害者の
　　　カウントを確認
　②「追加登録」を押して新規画面

　　　　　①　　　を開く

　　　　　②　新規画面で重度身体障害者となった情報を入力します。 「登録」を押すと障害者のカウントが
表示されますので参考にしてください。

転出日に重度身体障害者と
なった前日を入力し、転出先の
事業所名等に「重度身体障害
者」と入力

転入日に重度身体障害者と
なった日を入力し、転入前の
事業所名等に「重度以外の知
的障害者」と入力

転入出「あり」をクリック

転入出「あり」をクリック



５．年度の中途で常用雇用から短時間労働者となった場合

　　　一度に入力はできませんので、２回に分けてそれぞれ入力します。
　　　常用短時間区分を「常用」にし、転出年月日に短時間となった前日を入力、転出先事業所名等に
　　　「短時間」と入力します。
　　　新規登録で、常用短時間区分を「短時間」にし、転入年月日に常用雇用労働者となった日及び
　　　転入前の事業所名等に「常用」と入力します。入力の際は必ず「追加登録」で行ってください。

　　　　例）７月１日付で常用雇用労働者が短時間雇用労働者になった場合
　　　　　①　常用雇用でなくなる情報を入力します。

ｋ

　　　　　②　①「登録」ボタンを押し、障害者の
　　　カウントを確認

　　　　　①　②「追加登録」を押して新規画面
　　　を開く

　　「登録」を押すと障害者の
　　カウントが表示されますので

　　　　　②　新規画面で短時間雇用になる情報を入力します。 　　参考にしてください。
　　（短時間の重度障害者は
　　　シングルカウントになり
　　　ます）

　※　重度以外の身体障害者又は重度以外の知的障害者が常用から短時間労働者になった場合は上記①のみの入力
　　となります。

常用短時間区分を「常用」
にする

転出日に短時間労働者とな
る前日を入力し、転出先の事
業所名等に「短時間」と入力

常用短時間区分を
「短時間」にする

転入日に短時間労働者となる
日を入力し、転入前の事業所
名等に「常用」と入力

転入出「あり」をクリック

転入出「あり」をクリック



６．年度の中途で短時間雇用から常用雇用となった場合

　　　一度に入力はできませんので、２回に分けてそれぞれ入力します。
　　　常用短時間区分を「短時間」にし、転出年月日に常用雇用労働者となった前日を入力、転出先
　　　事業所名等に「常用」と入力します。
　　　新規登録で、常用短時間区分を「常用」にし、転入年月日に短時間雇用労働者となった日及び
　　　転入前の事業所名等に「短時間」からと入力します。入力の際は必ず「追加登録」で行ってください。

　　　　例）１０月１日付で短時間雇用労働者が常用雇用労働者になった場合
　　　　　①　短時間雇用でなくなる情報を入力します。

ｋ

　　　　　②　①「登録」ボタンを押し、障害者の
　　　カウントを確認

　　　　　①　②「追加登録」を押して新規画面
　　　を開く

　　　「登録」を押すと障害者の
　　　カウントが表示されますので

　　　　　②　新規画面で常用雇用となる情報を入力します。 　　　参考にしてください。
　　　（短時間の重度障害者は
　　　シングルカウントになります）

　※　短時間労働者であった重度以外の身体障害者又は重度以外の知的障害者が常用雇用労働者になった場合、
　　上記②のみの入力を行います。

常用短時間区分を
「短時間」にする

転出日に常用雇用労働者とな
る前日を入力し、転出先の事
業所等に「常用」と入力

転入日に常用雇用労働者と
なる日を入力し、転入前の事
業所等に「短時間」と入力

常用短時間区分を
「常用」にする

転入出「あり」をクリック

転入出「あり」をクリック



７．年度の中途で算定基礎日が変更になった場合

　　　事業所情報入力画面で、算定基礎日変更前までの情報を登録し、新しい画面にて算定基礎日変更後
　　　の情報を登録します。（その際、以下の警告メッセージが表示されます。）
　　　障害者情報入力画面で、算定基礎日変更前までの情報を入れます。新規画面で算定基礎日変更後
　　　の情報を入力します。入力の際は必ず「追加登録」で行ってください。

　　　　例）１１月より算定基礎日が「１日」から「２０日」に変更になった場合
　　　　　≪１－１事業所情報入力≫
　　　　　　①　事業所別連番に名称、除外率、所在地を入力し、算定基礎日を「１」日とし、４月から１０月

までの常用雇用労働者数を入力し、「登録」ボタンを押します。

ｋ

　　　　　　②　新規画面（自動で事業所別連番００２が付番）にし再度、名称、除外率、所在地を入力し、算定基礎日を
「２０」日にし、１１月から３月までの常用雇用労働者数を入力し「登録」ボタンを押します。

算定基礎日「２０」を入力

１１月からの常用雇用
労働者数を入力

１０月までの常用雇用労働
者数を入力

算定基礎日「１」を入力
①「登録」ボタンで確定
後、②「追加登録」ボタン
を押し、新規画面を開く



　　　　　③　「登録」ボタンを押すと以下のメッセージが表示されますので確認して、「閉じる」を押します。

　　　　　　④　以下のメッセージが表示され、事業所情報が登録されますので、「OK」を押します。これで１事業所についての
算定基礎日の変更ができました。

　　　※　複数の事業所を有している場合は、上記を繰り返し入力してください。（事業所別連番が奇数のものについては
　　　　基礎日変更前の事業所情報を、事業所別連番が偶数のものについては基礎日変更後の事業所情報を入力して
　　　　ください。）

「OK」をクリック

確認して「閉じる」を
クリック



　　　　　≪１－２障害者情報入力≫
　　　　　　①　４月から１０月までの障害者の情報を入力します。１１月以降も引き続き雇用されている

障害者については、１０月末日に転出した情報を入力します。その場合、転出先の事業所
名等の欄への入力は不要です。

　　②
　　　 　①「登録」ボタンを押し、

　　　障害者のカウントを
　　　確認

　　① 　②「追加登録」を押して
　　　新規画面を開く

「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください。
（この場合、１０月までのカウントが表示されます。）

　　　　　　②　新規画面で１１月から３月までの障害者情報を入力します。１１月以降も引き続き雇用されている障害者
については、転入出「あり」をクリックし、転入情報を入力します。この場合、転入前の事業所名等への入力
は不要です。

「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください。
（この場合、１１月以降のカウントが表示されます。）

転出年月日に１０月３１
日と入力

転入年月日に１１月１日
と入力

転入出「あり」を
クリック

転入出「あり」を
クリック

　　基礎日変更前の事業所「１」を選択

　　基礎日変更後の事業所「２」を選択



【内容確認】
全ての情報の入力が終わったら、【内容確認画面】で登録した情報を確認します。

　　　①事業所別連番００１で算定基礎日変更前情報を確認します。

　　　②次ページで事業所別連番００２の算定基礎日変更後情報を確認します。

除外率変更後（１１月以降）の常用雇
用労働者数及び障害者が登録されて
いないことを確認！

除外率変更前（４月～１０月）の常
用雇用労働者数及び障害者が登
録されていないことを確認！

算定基礎日変更前の月の常用雇用労働
者数、法定雇用労働者数の算定の基礎と
なる労働者の数及び各障害者数を確認

算定基礎日を確認
（基礎日変更前の
日にち）

事業所別連番００１

事業所別連番００２

算定基礎日変更後の月の常用雇用労働者
数、法定雇用労働者数の算定の基礎とな
る労働者の数及び各障害者数を確認

算定基礎日を確認（基礎
日変更後の日にち）



８．年度の中途で除外率が変更になった場合

　　　「事業所情報入力」画面で、除外率が変更された日の属する月の前月までの情報と、変更後の情報を
　　　２回に分けて登録します。
　　　同一事業所については、事業所連番００１と００２で１セットとし、複数の事業所を有している場合は、
　　　事業所別連番００３と００４で１セット（以降、同様）として同様に作成していきます。
　　　「障害者情報入力」画面で、除外率変更前までの情報と除外率変更後の情報をそれぞれに分けて
　　　入力します。
　　　なお、登録した内容の確認については、「内容確認画面」の報告書（Ⅰ）にて確認ください。

　　　　例）１１月より除外率が５％（輸送用機械器具製造業）から３０％（鉄鋼業）に変更になった場合
　　　　　≪１－１事業所情報入力≫
　　　　　　①　事業所情報入力において、除外率が変更された日の属する月の前月までの情報を入力します。

ｋ

　　　　　　②　新規画面（自動で事業所別連番００２が付番）で、再度、名称、除外率、所在地を入力し、変更後の産業分類、
除外率及び１１月から３月までの常用雇用労働者数を入力し「登録」ボタンを押します。

　　　※　事業所を複数有している場合は、上記の事業所情報入力を繰り返し入力してください。

除外率変更前までの月(４
月～１０月）までの常用雇用
労働者の数を入力

変更前の除外率
を入力

変更前の産業分類番号を入力
①「登録」ボタンで確定後、
②「追加登録」ボタンを押
し、新規画面を開く

変更後の除外率を
入力

変更後の産業分
類を入力

除外率変更以降の月(１１月
以降）の常用雇用労働者の
数を入力

「登録」ボタン
で確定



　　　　　≪１－２障害者情報入力≫
　　　　　　①　４月から１０月までの障害者の情報を入力します。１１月以降も引き続き雇用されている

障害者については、１０月末日に転出した情報を入力します。その場合、転出先の事業所
名等の欄への入力は不要です。

　　　　②
　　　 　①「登録」ボタンを押し、

　　　障害者のカウントを
　　　確認

　　　　① 　②「追加登録」を押して
　　　新規画面を開く

「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください。
（この場合、１０月までのカウントが表示されます。）

　　　　　　②　新規画面で１１月から３月までの障害者情報を入力します。１１月以降も引き続き雇用されている障害者
については、転入出「あり」をクリックし、転入情報を入力します。この場合、転入前の事業所名等への入力
は不要です。

「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください。
（この場合、１１月以降のカウントが表示されます。）

　　　※　障害者を複数雇用している場合は、上記の障害者情報入力を繰り返し行ってください。

転入出「あり」をクリック
転入年月日に１１月１
日と入力

転入出「あり」をクリック

　　除外率変更後の事業所「２」を選択

転出年月日に１０月３１日
と入力

　　除外率変更前の事情所「１」を選択



【内容確認】
全ての情報の入力が終わったら、【内容確認画面】で登録した情報を確認します。

　　　①事業所別連番００１で除外率変更前情報を確認します。

　　　②事業所別連番００２で除外率変更後情報を確認します。

事業所別連番００１

除外率変更前の産業分類「３１」
「輸送用機械器具製造業」であ
ることを確認

除外率変更前の「５％」で
あることを確認

除外率変更前の常用雇用労働者数、法
定雇用労働者数の算定の基礎となる労
働者の数及び各障害者数を確認

除外率変更後（１１月以降）の常
用雇用労働者数及び障害者が登
録されていないことを確認！

事業所別連番００２

除外率変更後の産業分類「２２」
「鉄鋼業」であることを確認

除外率変更後の「３０％」で
あることを確認

除外率変更後の常用雇用労働者数、
法定雇用労働者数の算定の基礎とな
る労働者の数及び各障害者数を確認

除外率変更前（４月～１０月）の常
用雇用労働者数及び障害者が登録
されていないことを確認！

事業所情報及び障害者数を確認す
るため、報告書Ⅰをクリック


